
製
造
・
建
設
・
農
漁
業
な
ど
の
現
場
を

支
え
て
き
た
「
外
国
人
技
能
実
習
制
度
」

が
２
０
２
７
年
ま
で
に
「
育
成
就
労
制
度
」

に
生
ま
れ
変
わ
る
。
２
４
年
の
出
入
国
管

理
法
改
正
の
時
点
で
は
制
度
の
詳
細
が
固

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
が
出
入
国
在
留
管
理

庁
と
厚
生
労
働
省
に
よ
る
省
庁
案
が
判
明

し
、
具
体
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

・
受
入
れ
要
件
を
厳
格
化

・
地
方
企
業
に
配
慮

・
日
本
語
教
育
を
拡
充

技
能
実
習
は
日
本
の
技
能
・
技
術
・
知

識
を
学
び
母
国
の
経
済
発
展
に
活
か
し
て

も
ら
う
の
が
理
念
だ
っ
た
。
育
成
就
労
は

人
材
育
成
と
人
材
確
保
が
目
的
と
な
る
。

受
入
れ
は
人
手
不
足
の
業
種
・
企
業
に

限
ら
れ
る
。
従
業
員
を
辞
め
さ
せ
、
代
わ

り
に
低
賃
金
の
外
国
人
労
働
者
を
雇
う
と

い
っ
た
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
省
令
案
で
は

過
去
１
年
間
に
解
雇
や
雇
い
止
め
な
ど

「
非
自
発
的
離
職
」
の
あ
っ
た
企
業
は
育

成
就
労
で
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
で
き
な

い
と
し
た
。

技
能
実
習
は
最
長
５
年
だ
が
、
育
成
就

労
は
在
留
資
格
「
特
定
技
能
」
の
前
段
階

と
の
位
置
づ
け
で
原
則
３
年
と
す
る
。
季

節
性
の
あ
る
農
業
・
漁
業
に
限
り
、
業
務

の
無
い
期
間
は
一
時
帰
国
を
可
能
と
し
、

帰
国
期
間
を
の
除
い
て
通
算
３
年
と
す
る
。

一
時
帰
国
や
再
入
国
費
用
は
受
入
側
の
負

担
と
す
る
方
向
だ
。

育
成
就
労
は
働
き
始
め
て
か
ら
１
～
２

年
で
自
ら
の
意
思
に
よ
る
転
籍
が
で
き
る
。

働
き
手
の
自
由
度
が
高
ま
る
一
方
、
地
方

企
業
か
ら
は
賃
金
水
準
の
高
い
大
都
市
の

企
業
に
外
国
人
材
が
流
出
し
て
し
ま
う
と

の
懸
念
が
で
て
い
た
。
こ
う
し
た
地
方
の

声
に
配
慮
し
、
省
令
案
で
は
外
国
人
の
受

入
れ
枠
に
つ
い
て
、
地
方
の
優
良
企
業
は

大
都
市
圏
よ
り
優
遇
す
る
と
し
た
。

転
職
者
を
受
入
れ
る
企
業
は
試
験
合
格

率
や
育
成
体
制
、
法
令
遵
守
な
ど
の
基
準

を
満
た
す
優
良
な
企
業
の
み
。
転
職
者
は

育
成
就
労
で
働
く
在
籍
外
国
人
の
三
分
の

一
以
下
、
都
市
部
の
企
業
は
地
方
か
ら
の

受
入
れ
は
六
分
の
一
以
下
に
制
限
す
る
。

講
習
費
な
ど
の
受
入
れ
時
に
支
払
う

費
用
を
転
籍
先
に
も
負
担
す
べ
き
だ
と
の

意
見
が
あ
る
。
省
令
案
は
、
初
期
費
用
の

「
標
準
額
」
を
設
定
し
た
う
え
、
就
労
期

間
に
応
じ
て
転
籍
先
に
支
払
わ
せ
る
と
し

た
。
例
え
ば
、
１
年
で
転
籍
し
た
場
合
は

初
期
費
用
の
六
分
の
五
、
２
年
な
ら
二
分

の
一
を
転
籍
先
が
補
填
す
る
こ
と
を
想
定

す
る
。

育
成
就
労
で
は
働
き
始
め
る
ま
で
に
最

も
や
さ
し
い
「
Ａ
１
」
相
当
の
日
本
語
試

験
に
合
格
す
る
か
、
講
習
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
３
年
間
の
就
労
中

に
「
Ａ
２
」
相
当
の
試
験
に
合
格
し
な
け

れ
ば
特
定
技
能
１
号
に
移
行
で
き
な
い
。

省
令
案
で
は
、
受
入
れ
企
業
の
負
担
で

１
０
０
時
間
以
上
の
日
本
語
教
育
を
提
供

す
る
こ
と
を
求
め
た
。

２
０
２
４
年
１
２
月
、
他
人
に
な
り
す

ま
し
て
日
本
語
能
力
試
験
「
日
本
語
基
礎

テ
ス
ト
」
を
受
験
し
た
と
し
て
、
大
阪
府

は
無
職
の
ベ
ト
ナ
ム
国
籍
の
女
性
２
名
を

逮
捕
し
た
と
発
表
し
た
。

府
警
は
組
織
的
な
替
え
玉
受
験
が
行
わ

れ
て
い
た
と
み
て
調
査
を
は
じ
め
た
。

容
疑
者
は
、
２
４
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
他

人
に
代
わ
り
複
数
回
受
験
し
、
１
回
数
万

円
の
報
酬
を
得
て
い
た
と
説
明
。

現
在
、
国
内
会
場
で
の
試
験
開
催
や
新

規
予
約
受
付
を
中
止
し
た
と
発
表
し
た
。

再
開
の
見
通
し
は
立
っ
て
な
い
と
い
う
。

「
日
本
語
基
礎
テ
ス
ト
」
は
産
業
分
野

で
即
戦
力
の
人
材
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
在
留
資
格
「
特
定
技
能
１
号
」
の
申
請

に
利
用
で
き
ま
す
。
海
外
で
実
施
さ
れ
る

試
験
で
も
度
々
、
替
え
玉
受
験
な
ど
の
不

正
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

有
識
者
に
よ
る
制
度
改
正
の
具
体
的
な

議
論
が
始
ま
っ
た
今
だ
か
ら
こ
そ
、
育
成

就
労
だ
け
に
厳
し
く
、
特
定
技
能
に
は
甘

い
制
度
改
正
の
方
向
性
に
警
報
を
鳴
ら
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
長
き
に
わ
た
り
適
正
な
制
度
の

運
用
に
貢
献
し
て
き
た
監
理
団
体
の
「
現

場
の
声
」
を
Ｎ
Ａ
Ｇ
ＯⅯ

Ｍ
ｉ
を
通
し
て

国
（
政
府
）
に
届
け
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

須
藤

康
則

「
育
成
就
労
」
の
詳
細
な
制
度
案
で

は
、
外
国
人
が
来
日
前
に
母
国
の
送
出
機

関
に
支
払
う
手
数
料
な
ど
は
、
日
本
で
の

月
給
２
ケ
月
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
は

上
限
が
な
く
、
平
均
５
２
万
円
を
負
担
し

て
い
た
。
働
き
手
の
負
担
を
軽
減
し
て
来

日
し
や
す
く
し
、
人
手
不
足
の
緩
和
に
つ

な
げ
る
。
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東
日
本
経
友
会
通
信

「
育
成
就
労
」見
え
て
き
た
具
体
像

「
日
本
語
能
力
試
験
」替
え
玉
で
逮
捕
者

転
籍
時
の
初
期
費
用
負
担
に
つ
い
て

日
本
語
教
育
を
拡
充

働
き
手
負
担

月
給
２
ケ
月
分
ま
で


